
 

成 果 報 告 書 

１．選択テーマ 

 （３）学校運営協議会と地域学校協働活動の設置・拡充に向けた調査研究事業 

 

２．研究課題 
 
○ 設置者の異なる連携型中高一貫教育校における学校運営協議会の設置及び 
効率的、発展的な運営体制等の在り方について 

 

３．実践研究のねらい 
 
○ 串間中学校と県立福島高等学校のそれぞれに設置される学校運営協議会について、県教育委員
会と串間市教育委員会が連携して、連携型中高一貫教育校の特色ある取組の一つとする「連携型
中高一貫教育校学校運営協議会」の設置を推進し、効率的・発展的な組織体制や協議会等の在り
方等を実践的に調査・研究して、連携型中高一貫教育校を核とした串間市の地域課題解決及び活
性化に資する持続可能な連携・協働体制を構築する。 

 
 
４．事業の実施体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

５．実証研究の具体的な実施内容及び実施方法等 
 
Ⅰ 宮崎県教育委員会 
 １ 福島高校学校運営協議会の充実に向けた指導・支援（※県教委モデル校指定） 

(1)  委員の委嘱・任命 
○ 連携型中高一貫教育校学校運営協議会（以下「連携型運営協議会」）設置を目指して 
福島高校と串間市教育委員会の意向を受けて委嘱・任命 

  ２ 連携型運営協議会の設置に向けた串間市教育委員会との協議 
(1)  設置時期の確認と形態及び内容 
○ 令和３年度に設置し、中学校・高校のそれぞれで運営協議会を残し、年２・３回、
合同で実施していく方向性を現時点で確認  

 
Ⅱ 串間市教育委員会 
１ 連携型運営協議会の設置に向けた県教育委員会との連携 
(1) 連携型運営協議会設置を念頭とした福島高校学校運営協議会の委員の委嘱・任命に

関する協議 
○ 「福島高校を育てる市民の会」実行推進委員会を中心とした委員任命・委嘱の協議 
○ コア委員会の設立経緯の説明と委員委嘱・任命に係る同意、指導・支援の依頼 

  (2)  設置時期の確認と形態及び内容検討(※Ⅰ 宮崎県教育委員会 2(1)同様) 
２  コア委員会(※実証研究委員会)事務局としての運営、企画立案等 

  (1) 串間中学校加配措置教職員(以下、｢加配教員｣)の指導・支援及び連携 
○ 串間中学校学校運営協議会(以下、｢串間中運営協議会｣)、連携型運営協議会の設置
に向けた計画の作成（規約及び年間活動計画、周知用チラシの作成等） 

○ コア委員会の運営（３回：兼福島高校ＣＳ）及び事務局会（２回）等の開催 
(2) 地域学校協働活動本部の活用促進 
○ 職場体験学習・インターンシップ充実に向けた研修会の実施(２／１９) 
 ・ 地域学校協働活動本部参加企業及び教職員を対象とした研修会 

(3) 先進実践校の視察計画 
○ 神奈川県立愛川高等学校視察（１２／９～１０） 
○ 大分県立安心院高等学校及び宇佐市立安心院中学校視察（２／１３～１４） 

(4) 教職員研修開催の支援 
○ ８月下旬に串間中学校教職員対象の研修を実施  

(5) 福島高校学校運営協議会(以下、｢福島高校運営協議会｣)への参加及び協議 
○ ８／５（月）、１０／２８（月）、１／２８(火)、３/２３(月) 

(6) 福島高校、串間中学校の教育活動参観 
○ 福島高校オープンスクール(８／１)、福島高校文化祭・体育祭(８／３０・９／１) 
○ 串間中学校授業(１０／３１)  

(7) 事業予算及び報告書等の管理・作成 
○ ※別紙様式４－４参照 

 
 

Ⅲ 串間市立串間中学校 
 １ コア委員会事務局員としての加配教員による串間中学校運営協議会の設置に係る準備

□ 串間中学校運営協議会及び連携型運営協議会の設置に向けた計画立案 
・ 規約、年間活動計画、保護者周知用チラシ等の作成 

２ コア委員会の運営 
(1) コア委員会の運営（３回：兼福島高校ＣＳ）及び事務局会（２回）等の開催 
(2) 福島高校運営協議会への参加及び協議 
○ ８／５（月）、１０／２８（月）、１／２８(火)、３/２３(月) 

(3) 地域学校協働活動本部の活用促進 
○ 職場体験学習・インターンシップ充実に向けた研修会の実施(２／１９) 
・ 教職員の研修会参加への依頼 

   (4) 串間中運営協議会設置に向けた教職員研修の実施 
○ ８月下旬に学校運営協議会の必要性と串間中学校運営協議会の方向性について 

(5) 先進実践校等の視察、調査・研究 
○ 神奈川県立愛川高等学校視察（１２／９～１０） 
○ 大分県立安心院高等学校及び宇佐市立安心院中学校視察（２／１３～１４） 

 
Ⅳ 宮崎県立福島高等学校 
１  福島高校運営協議会の実施及び内容の充実 



  (1) 県教育委員会等との連携による福島高校運営協議会の実施 
○ 連携型運営協議会設置を念頭とした串間市教育委員会等と協議して委嘱・任命 

   ○ 地域課題解決学習のモデル研究の実施、サポートスタッフ配置 
 ２ 連携型一貫校の活動充実の視点による教育活動の参観 

□ 串間中学校の教育活動を参観 
 ・ 体育大会（９／７） 

 ３ 連携型中高一貫教育校の学びを通した福島高校の目指す生徒像の協議及び設定 
  □ 串間中学校と協議しての成果指標の作成 
 ４ 地域学校協働活動本部の活用促進 

□ 「学びのフィールド」参加企業・事業所でのインターンシップ実施(１２／４～６) 
 

 

６．実証研究で得られた成果 

 

１ 連携型中高一貫教育校の魅力化に向けた共通理解 

 ○  福島高校学校運営協議会とコア委員会の委員を同一とすることで、２年後の連携型学

校運営協議会設置に向けた目標が共有できた。 

 ○ 福島高校学校運営協議会で福島高校・串間中学校の教育活動や魅力の発信等を協議する

場を設定することで、今後の委員それぞれの立場での取組事項が明確となるとともに、学

校運営協議会の重要性の意識が喚起されてきている。 

 

２ 連携型運営協議会の設置に向けた串間中学校運営協議会の設置の実現 

 ○ 令和３年度からの連携型運営協議会の実施に向けて、令和２年度からの串間中学校運営

協議会の設置に係る準備体制を構築することができた。 

  ・ 串間市及び中学校の運営協議会設置規約、年間活動計画、周知用チラシ、運営委員の

候補者選定等 

 

３ 先進校視察を通した連携型中高一貫教育校の充実の方向性の確認 

○ 連携型運営協議会設置の際に協議の柱としていく必要のある連携型中高一貫教育校の 

魅力づくりに資する連携の在り方や入試方法、小学校も含めた小中高一貫教育の充実体 

制の整備等についての情報を収集することができた。 

 

 

７．実証研究の実績 

業務項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

 

福島高等学校

運営協議会 

 

委員委嘱・任命 

※県教育委員会の指導・支援のもとに実施 

 

串間市創生 

コア委員会 

 

 

 

串間中学校 

運営協議会 

設置準備 

 

 

 

委員委嘱・任命 

第1回協議会(６月) 

第２回協議会 

（８月） 

第３回協議会 

（１０月） 

第４回協議会 

（１２月） 

第５回協議会 

（３月） 

委員委嘱・任命 
第 1回（６月） 

  

学びのフィールド活用状況
調査 
福島高校入学者数の確認
(２月) 

・連携型教育校の新たな取組の協議等 
・串間中学校運営協議会の準備状況確認 

加配措置教職
員の任命・業務
等の確認 

(４月) 

先進実践校 
視察(12月) 

リーフレット 
配付(３月) 

学校運営協議会設置周知リー
フレット作成(１月) 

教職員研修
(８月) 

串間中・連携型運営協議会設
置の年次計画等作成 
(５～６月) 

串間中学校運営協議会の
概要完成 
(１２月) 

串間中学校運営協議会の
運営最終調整 
(３月) 

先進実践校
視察(2月) 

串間中・連携型運営協議会設置に関するコア委員会 
事務局会での協議 
(７～１２月) 

第２回（８月） 第３回（１０月） 第４回（１２月） 第５回（３月） 

串間中学校・連携型運
営協議会に係る計画等
の協議 

両校教育活動等の参観・協議 串間中学校運営協議会設置
最終地調整等 



 

８．次年度以降の取組の方向性 
 
１ 福島高校及び串間中学校運営協議会の実施 
 ○  高校・中学それぞれの教育活動参観の機会を増やし、連携型中高一貫教育校の魅力づく

りの視点からの運営協議会で双方の学校運営方針や実践に向けた取組事項を明確にしていく
。 

○ 令和３年度を見据えて、福島高校ＣＳ､串間中学校ＣＳを実施しつつ、連携型運営協議会の
形態や委員、協議内容等について、継続して検証していく。 

 
２ 令和３年度からの連携型中高一貫教育校における学校運営協議会設置に向けた県教育委員会
との協議の継続 

  ○ 規約等も含めて協議し、令和３年度からの設置に向けていく。 
 
３ 地域学校協働活動本部(学びのフィールド)の充実と学校運営協議会との連携システムの構築 
 ○ 地域学校協働活動本部の拡大を図り、社会に開かれた教育課程の充実を目指すとともに、

学校運営協議会との情報・意見の反映等が円滑に行えるシステムを構築していく。 
 
４ 小中高の教職員及び串間市民、関係機関等への中・高それぞれの運営協議会及び連携型運営 
協議会の取組の周知 

 ○ 福島高等学校の魅力づくりのための中枢協議機関として、令和２年度の中・高それぞれの
運営協議会や令和３年度設置予定の連携型運営協議会の役割・取組事項等について、教職員
とともに、串間市民、関係機関等へ周知・支援の機運を高める情報発信を積極的に行ってい
く。 

  ・ 周知チラシの配付、シンポジウム開催、教職員研修での説明等 
 

 

 


